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Ⅰ．はじめに
最近、中国では、「標準必須特許」（SEP）に関す

る重要な判決が次々と下されている。とくに最高
人民法院の判決は、権威性があり、重要性が高い。
本 稿 で 紹 介 す る「Advanced Codec Technologies

（ACT）がOPPOを訴えた標準必須特許実施料紛争事
件」は、最高人民法院が初めて標準必須特許に関す

るFRANDライセンス料を確定したものであり、大
きな意義を有するため、日本企業・日系企業として
も、注目すべきものである。

以下、本稿では、事案の概要、一審判決の内容と
ともに、最高人民法院の二審判決の内容を紹介する
こととしたい。また、二審判決の全文和訳を掲載する。


